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■■■■全国７地区でのユーザー会議を終えて全国７地区でのユーザー会議を終えて全国７地区でのユーザー会議を終えて全国７地区でのユーザー会議を終えて■■■■    

        代表取締役所長 宮崎 民雄 

 

７月１４日開催の富山会場をスタートに、今年度の「Ｅ式考課・昇給管理システム」地区ユーザー会

議を全国 7 ヵ所で開催させていただきました。ご多忙のなか、２００名を超えるユーザー関係者の皆様

にご参加をいただき心から感謝申し上げます。 

今年度の地区ユーザー会議は、介護・福祉人材の「キャリアパスの構築と処遇の見える化」という焦

眉の課題を中心テーマに、４つのテーマについて発題をさせていただきました。 

平成２１年１０月から新たに創設された介護職員等処遇改善交付金（助成金）制度の満額受給条件に

ついて、厚労省からキャリアパス要件が示されましたが、Ｅ式システム導入法人では十分クリアできる

ものとなっております。問題は、この機会に個別法人施設の人材マネジメントのクオリティをどう高め

るかが課題であるといえましょう。 

 

 

今回の地区ユーザー会議では、そうした視点からキャリアパ

スをさらに明確にするための人事制度の再構築や職員研修のあ

り方、リスク回避型労務管理の推進施策等について検討させて

いただきました。 

私が発題させていただいた「キャリアパスに対応する人材育

成の新たなコンセプト」については、各キャリア・ステージに

対応するキャリアパスの支援策や組織力開発をねらいとする

「チーム・シェア研修」を具体的に提案させていただきました。

職員研修規程等を整備しながら、各キャリア・ステージの研修

プログラムを構築し、系統的・継続的な職員研修を実施してい

くことが、魅力ある職場づくりに繋がることになります。個別

ユーザー様の経営の理念や法人の現状に即した研修体系づくり

の支援に当研究所としても、今後、積極的に取組んでまいりま

す。何なりとご相談をいただけますようご案内いたします。 

 



    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

■■■■職業人の“成長”とは何か職業人の“成長”とは何か職業人の“成長”とは何か職業人の“成長”とは何か■■■■        

～「仕事に対する喜び」を支える～「仕事に対する喜び」を支える～「仕事に対する喜び」を支える～「仕事に対する喜び」を支える    

経営支援・人材育成統轄部長 丹羽 勝 

 

 「キャリアパス構築」という言葉には、主に“働

き易さ”に対する事業所の積極的取り組みを促す

意味が込められ、行政は（期間限定かもしれない

が）その取り組みを支援しようとしています。し

かし事業所経営者や職業に就いた者が忘れていけ

ないもう一つは、“働きがい”であるはずです。 

会議の中で私は「“働き易さ”と“働きがい”が

両立する職場を目指すことこそが、職員一人ひと

りのキャリアを支援することではないか」と申し

上げました。就業規則や給与制度を整え、人事考

課制度や面接制度を適切に運用することの意味は

とても大きいと考えます。これらは職員一人ひと

りが「自分ができることは何か（能力・才能の視

点）」を伸ばし、「自分は何をしたいのか（動機・

欲求の視点）」を考える機会を作ることです。会議

の中で申し上げたのは「“キャリア”を考えるとい

うことには、もう一つ大切な視点があるのではな

いか」ということでした。 

それは「自分は何をすることに喜びを感じるか

（意味・価値の視点）」であろうということです。

職業に就いた者が“成長する”のは、「この仕事は

こうやればいいんだ」という自信がつくというこ

とだろうと考えます。その自信が独りよがりのも

のでなく、周囲（利用者、家族、同僚、上司等）

の期待を感じながら行い、その結果が誰かに認め

られていることを知ったとき、人は上達感を覚え

ます。そしてその上達感（一つの仕事について一

段階上手になったという実感）の積み重ねは、“自

分の仕事に対する喜び”に結びつくのではないか

と考えるのです。 

「何ができる」「何をしたい」という二つの領域

で職員のキャリア作りを支援していくとともに、

そこに「何に喜びを感じる」という視点を加える

ことで、職員の成長と定着、良い組織風土作りを

進めていただきたいと考えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

■■■■「業界のお手本」となる法人集団に「業界のお手本」となる法人集団に「業界のお手本」となる法人集団に「業界のお手本」となる法人集団に■■■■    

福祉経営支援部部長 小林 雄二郎 

 

 まず、Ｅ式ユーザー地区会議に大勢のご参加を

いただきましたことを、心よりお礼申しあげます。

全国７ヶ所を、４～５人の所員が一度に回ると言

いますのは、当社としましてもそれなりに勇気の

必要な意思決定であったのですが、今となりまし

ては、やっぱり敢行して良かったの一言に尽きる

と思っています。 

 今回のユーザー会議を通して、私が最も申し上

げたかったことを、ここで再度手短にお伝えした

いと思います。今回ご来場のかたは再確認いただ

き、そして残念ながらご来場いただけなかったか

たには、すこしご注目いただけましたら幸いです。 

・いわゆる「Ｅ式の人事制度」は、今回処遇改善

交付金（助成金）の、キャリアパス要件を満たす

という点においては、まったく問題ない（「要件Ⅰ」

に該当）と認識しています。 

・しかし、その「キャリアパス要件を満たしてい

る」ということは、けっして「キャリアパスが整

備できている」ことを、意味しているわけではあ

りません。 

・いま、Ｅ式ユーザーの皆さん以外にも、今回の

キャリアパス要件を契機に、本気でキャリアパス

の整備に乗り出しておられる事業者が続出してい

ます。それは、ひとたびこのように「キャリアパ

スがないのは減額要因」ということが公的に示さ

れた以上、良い人材は当然のようにキャリアパス

が整備されている（≠交付金のキャリアパス要件

を満たしている）事業所を選び、そうでない事業

所にはそうでない職員を集めるしかなくなるから

です。                                                                                         

２２２２２２２２年度年度年度年度    Ｅ式地区ユーザー会議Ｅ式地区ユーザー会議Ｅ式地区ユーザー会議Ｅ式地区ユーザー会議    主要主要主要主要プログラムプログラムプログラムプログラム    

    

【【【【テ ー マ 講 義テ ー マ 講 義テ ー マ 講 義テ ー マ 講 義 １１１１】】】】        

「Ｅ式システムをベースとしたキャリアパスの 

あるべき姿」 

福祉経営支援部 部長 小林雄二郎 

    

【【【【テ ー マ 講 義テ ー マ 講 義テ ー マ 講 義テ ー マ 講 義 ２２２２】】】】            

「キャリアパスに対応する人材育成の新たな 

コンセプト」 

代表取締役所長 宮崎民雄 

経営支援・人材育成統轄部 統轄部長 丹羽 勝 

 

【【【【テ ー マ 講 義テ ー マ 講 義テ ー マ 講 義テ ー マ 講 義 ３３３３】】】】    

「育児・介護休業制度等法改正と法人施設の対応 

雇用管理のコンプライアンスと労務リスクの回避策」 

福祉経営支援部 

主任コンサルタント 田中幹也 

 

【Ｅ式サポートセンターからインフォメーション】【Ｅ式サポートセンターからインフォメーション】【Ｅ式サポートセンターからインフォメーション】【Ｅ式サポートセンターからインフォメーション】    

福祉経営支援部 Ｅ式サポートセンター 

センター長 和田康男 



・したがって、Ｅ式ユーザーの皆さんも、ぜひ「キ

ャリアパス要件を満たしている」ということで満

足してしまわれるのではなく、一層のキャリアパ

スの整備に取り組み続けていただきたいと思いま

す。そして、実際にその仕組みに乗っかってキャ

リアアップしてゆく先輩職員の存在によって、後

輩職員が定着やスキルアップに動機づけられ、一

方で良い人材が続々と集まってきている、そんな

「お手本のような法人」になっていただきたいと

願っています。 

・そのために当社は、様々な形での支援を惜しま

ないつもりでいます。それは、「お手本のような法

人」の存在が、業界全体のレベルアップにつなが

り、結果として福祉業界が「良い人材の集まる業

界」になる可能性があると信じているからです。 

・これは即ち、人材の質が提供するサービスの質

に大きく影響を与えるこの業界において、サービ

スの質を高める、さらに申せば、日本の福祉の質

を高めることを意味します。私たちは、そういう

可能性のある仕事の一翼を担っていることを誇り

に思っています。 

・志は壮大でも、着手の一手は身近なところにあ

ります。そんな一手一手を、丁寧に丁寧に、お手

伝いしたいと思っています。どうぞ、今後ともよ

ろしくお願い申しあげます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

■■■■労務管理の視点から労務管理の視点から労務管理の視点から労務管理の視点から■■■■    

福祉経営支援部 主任コンサルタント 

 田中 幹也（社会保険労務士） 

 

今回私が担当したテーマ講義３は次の三点でし

た。１．改正育児・介護休業法（６月３０日）施

行による人事管理・雇用管理上の留意点、２．公

務員準拠の就業規則見直し、３．育児休業・子育

て支援に関する助成金。どれも１時間くらいは欲

しいテーマだったので３時間位は必要だったので

すが、これを１時間程度で話をしたのでかなり消

化不良でした。 

それでも、こういう実務的な内容の労務管理の

話はエイデル研究所ではほとんど行ってこなかっ

たため新鮮だったこともあり、どのテーマもユー

ザーさんからは大変面白かった、という評価を頂

きました。特に２つ目の「公務員準拠の就業規則

見直し」のテーマは共感してくれたユーザーさん

がたいへん多かったようです。ユーザー会終了後

に、さっそく育児・介護休業規則の見直しの依頼

や公務員準拠の就業規則の見直しの依頼等がずい

ぶん来ております。今後、積極的に取り組んでま

いります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

■■■■ＥＥＥＥ式サポートセンターの役割について式サポートセンターの役割について式サポートセンターの役割について式サポートセンターの役割について■■■■    

Ｅ式サポートセンター所長 和田 康男 

 

私はＥ式サポートセンターからのインフォメー

ションを担当させて頂きました。サポートセンタ

ーは昨年４月にエイデル研究所内に開設させて頂

き、お客様の運用支援や各地区の支援代理店の後

方支援をさせて頂いております。ユーザー会議で

はそのサポートセンターの役割について説明させ

て頂きました。特にご案内したかったのはインタ

ーネットを利用したリモートサポートの説明と、

新たなサービスとして電話やメールによる労務相

談や地区合同考課者研修会のご案内です。 

また、今回のキャリアパスの要件については、

Ｅ式は「キャリアパス要件を満たしている」制度

であっても、それをきちんと運用して行く必要が

あります。具体的には 

①� 人事考課の履歴管理 

②� 昇格条件の管理 

③� 資格等級や経過年数の管理 

④� 資格取得の管理 

等を、「Ｅ式考課・昇給管理システム」で適正に行

なう事で運用が可能になると思います。 

もし、運用面や操作等で分からない事があれば、

支援代理店かＥ式サポートセンターまでお気軽に

お問い合わせ下さい。 

今回のユーザー会議では運営の面でいたらない

点もあったかと思いますが、皆様から頂いたご意

見ご要望を踏まえて次回開催の際に参考にさせて

頂きます。 



 

 

 

今回のＥ式ユーザー会議は、第一回ユーザー会議（平成２１年２月１０日 全国社会福祉協議会 灘尾ホ

ール）でご参加者様からの要望が多かった「地区別開催」にお応えして、全国７地区での開催といたし

ました。どの会場にも万遍なくご来場いただき、その数は全国合計２０７名様に達しました。（下表） 

 

地区名 開催日 参加者合計 地区名 開催日 参加者合計 

富山会場 ７月１４日（水） ３３名 神戸会場 ７月２８日（水） ２９名 

東京会場 ７月２０日（火） ２９名 京都会場 ７月３０日（金） ４５名 

熊本会場 ７月２２日（木） ２３名 仙台会場 ８月  ６日（金） ２４名 

札幌会場 ７月２６日（月） ２４名   ２０７名２０７名２０７名２０７名    

 

ご来場いただきました皆様より任意でアンケートのご協力を賜りました。当所では、このようなご意

見・ご要望をベースに、今後どのような形で、この「Ｅ式ユーザー会議」を持たせていただくことが、

より多くのユーザー様のご満足につながるかを多面的に検討し、次回以降の開催方針を決定して行きた

いと考えております。このほか、制度・システムの運用上の具体的なご質問をいただきましたが、これ

らの点に関しましては、支援代理店、または担当コンサルタントもしくはサポートセンターインストラ

クターより、直接ご対応させていただきます。 

 

【アンケート集計】 

※グラフ下の数字は集計値となります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
その他の意見としましては、 

テーマ講義１：当該システムとキャリアパスの整合性について非常にわかりやすかった。 

時間が短かった。ポイントを絞ってじっくり聞きたかった。 

テーマ講義２：何とか実践の中に入れていきたい。添付資料を参考にしてみたい。 

具体例がある方がわかりやすい。もう少し時間をかけて聞きたかった。 

テーマ講義３：具体的でわかりやすかった。ノーワーク・ノーペイの基本を言っていただけて心強い。 

時間不足で消化しきれず残念でした。 

その他 ：サポートの充実は今後実感できそうでよかった。システム取扱者への勉強会開催要望。 

システムのバージョンアップ。 

等のご感想、ご要望をいただきました。 

これらのご要望にお応えできるよう、所内体制の強化、積極的な情報発信に努めてまいります。 

～～～～    皆様からのご意見・ご感想・アンケート報告皆様からのご意見・ご感想・アンケート報告皆様からのご意見・ご感想・アンケート報告皆様からのご意見・ご感想・アンケート報告    ～～～～    



  
 

「公務員準拠の就業規則見直し」について「公務員準拠の就業規則見直し」について「公務員準拠の就業規則見直し」について「公務員準拠の就業規則見直し」について（ユーザー会議：テーマ講義３（ユーザー会議：テーマ講義３（ユーザー会議：テーマ講義３（ユーザー会議：テーマ講義３よりよりよりより））））    
㈱エイデル研究所 福祉経営支援部 主任コンサルタント 田中 幹也 

 

さて、一番反響があった「公務員準拠の就業規則見直し」について、ユーザー会に参加できなかった

方のために、紙面の許す範囲でどういうことかを記述します。これはそれぞれの法人が設立の時に都道

府県から提供された「モデル就業規則」をそのまま使った就業規則のことを言います。どこが問題かと

いうと、通常給与というものは「労働の対償」といい、働いたことによって給与が得られるのに、働か

なくても給与が支払われることになっている点です。「ノーワーク・ノーペイ」の原則を忘れていると

いうことです。 

最も端的な例が「産前産後休業」が特別有給休暇になっていることです。そのほかにも、生理休暇、

育児時間、母性健康管理上の休暇、子の看護休暇、公民権行使の時間（裁判員休暇等）なども特別有給

休暇になっていることもあります。通常は当然無給です。 

理由はともあれ働いていないのですから給与は支払われません。しかし、それでは職員が困りますの

で、そこを所得補償してくれるのが社会保険の仕組みとなります。「産前産後休業」の期間は職員に給

与を支給しないと健康保険から「出産手当金」として給与の３分の２を所得補償してくれます。それを

わざわざ法人から職員に給与を支払ってしまうとその所得補償分はなくなってしまいます。法人はいざ

と言う時のために職員と同額の健康保険料を事業主負担として支払っているにもかかわらず、本来受け

られるはずの給付の権利を放棄して「保険料の掛け捨て」をしているわけです。ばかばかしい話です。 

どのくらいの自己負担をしているかというと、月給１８万円の職員ですと、産前産後休業は原則とし

て全部で９８日間ありますから、１８万円÷３０日×９８日間＝５８８千円を法人が自己負担している

ということになります。これからの時代、産前産後休業をとる女性職員はますます増えてきます。理由

はともかく働いていない人に給与を支払うということが増えてくれば法人にとっては大きな負担です。

これを無給休暇にすると職員は健康保険から「出産手当金」として給与の３分の２である３９２千円を

もらうことになりますが、今まで特別有給休暇だった職員にとっては所得補償されても不利益となりま

す。しかし、法人にとっては大きなメリットです。 

それでは今まで特別有給休暇だったものを無給休暇にできるかと言うと、労働契約法という法律では

「労働条件を不利益に変更する場合は労働者の合意が必要」となっていますので、そう簡単ではありま

せん。しかし、職員の理解を得られればできないことはないです。そのひとつの方法としてユーザー会

でお話をしましたが、職員の不利益にならないような対策をとることによって、何とか職員の理解を得

られる方法はあります。 

このことは公務員準拠の就業規則を持っているすべての社会福祉法人に伝えたいと使命感のように

考えています。一度は検討してもらえたらいいのではないかという私自身の問題提起でした。また何ら

かの機会にお話ができればと思っています。 

公務員準拠の就業規則は、できる限り早めに見直したほうが無難です。先送りすればするほど見直し

ができにくくなります。なぜか？今よりも労働者の権利意識は確実に高まります。法改正もますます規

制強化されていきます。今が最後の見直しのチャンスと言えなくもありません。もしそういう就業規則

をお持ちでしたら、各法人顧問の社会保険労務士に診断してもらってください。エイデル研究所でも見

直しのご支援をさせていただいていますので、ぜひお問合せを頂戴できれば幸いです。 

 

 

 

 



 

 

公務員準拠の就業規則見直し・リスク対応型就業規則作成 

 

【作成のねらい】 

最近、介護・福祉職場でも、雇用管理上の問題について、労働者（職員）と使用者（法人）の労働ト

ラブルが年々増加しています。特に精神疾患（うつ病等）の職員が増えたことと、民間企業のように問

題を起こす不良職員が増えてきたことによるものです。しかし、そういう状況下でも労働基準法は基本

的に労働者を守りますが、使用者（法人）を守ってくれません。一度トラブルが起こってしまうと、就

業環境が悪化し他の職員のやる気に影響がでることにとどまらず、法人にとってはコンプライアンス上

の大きな打撃となり信用が低下することになります。これを防いでくれるのが唯一就業規則ということ

になります。 

また、社会福祉法人の就業規則の中には、「公務員準拠」といえる条文があります。法人設立の時に

都道府県から提供された「モデル就業規則」の中にそういう条文が含まれています。例えば、私傷病休

業や産前産後休業は法的に有給休暇としなくてもよく、健康保険で一部所得補償されているにもかかわ

らず、それを利用せずに法人の自己負担としている場合があります。本来「給与は労働の対価」であり、

「ノーワーク・ノーペイ」の原則を忘れてはいけません。働いている職員のために限られた財源を使う

という人事施策（例えば福利厚生施策、職員表彰制度、仕事と子育ての両立支援策等）でなければなり

ません。 

今後、使用者（法人）を守り、発生しやすい労務リスクに対応するためには、就業規則をどう作るか

は非常に大きなポイントになります。 

 

【就業規則（本則）に関する標準料金】 

内 容 実施内容 料金（税込） 
サポート会員 

料金（税込） 

職員就業規則 

（本則）作成 

１現行就業規則（本則）の現状分析 

２就業規則の作成コンサル（１日間） 

３就業規則の確定コンサル（半日間） 

左記３工程で 

315,000 円 

左記３工程で 

283,500 円 

「非正規職員就業規則」の作成料金（職員就業規則を弊社にて作

成している場合） 
105,000 円  94,500 円 

雇用管理研修会 

就業規則説明会 

管理職員労務管理研修（半日） 105,000 円 84,000 円 

管理職員労務管理研修（１日） 157,500 円 126,000 円 

職員説明会（２時間） 52,500 円  42,000 円 

 

【その他諸規程の整備と標準料金】 

規程名 実施内容 料金（税込） 
サポート会員 

料金（税込） 

育児介護休業等 

その他の規則 

１規則につき以下の通り 

１．規則の作成コンサル（半日間） 

２．規則の確定コンサル（半日間） 

１規則につき 

左記２工程で 

157,500 円 

１規則につき 

左記２工程で 

141,750 円 

＊別途料金：旅費交通費は別途実費にて申し受けます 

【担当責任者】株式会社エイデル研究所 福祉経営支援部 田中幹也（tanaka@eidell.co.jp） 

社会保険労務士（東京都社会保険労務士会所属） 


